
令和元年度第３回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第一分科会）審議概要 
 

開催日及び場所 令和元年１２月２５日（水）  厚生労働省専用第１３会議室 

委員（敬称略） 第一分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     筧 淳夫   工学院大学建築学部 教授 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 公認会計士 

審議対象期間 原則として令和元年７月１日～令和元年９月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

 

【審議案件１】 
審議案件名 ：厚生労働省上石神井庁舎電算棟空調機器の更新及び増設工事 
資格種別  ：関東・甲信越地域の「管」において「Ａ」又は「Ｂ」ランク 
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、最も契約金額が高く、低入札価格調査を実施しているため。 
発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 
契約相手方 ：株式会社イシイ設備工業 
予定価格  ：376,040,366円 
契約金額  ：207,460,000円 
落札(契約)率：55.17％ 
契約締結日 ：令和元年9月6日 

（調達の概要） 
一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、４者応札があり、株式会社イシイ設備工業が契約の相手方

となった。落札率は 55.17％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回の案件については、低入調査の対象になっていまし

て、落札率が55％ということなのですが、低入札価格調査の

結果、開札調書を拝見しますと、4者中3者について基準額を

下回っている状況になっているということなのです。低入札

価格調査の理由を見ると、「過度に競争が働いたため」とい

う分析結果がここに書いてありますが、これについては、予

定価格等の設定とかも含めてこれで十分かどうかをお聞き

したいのです。 

「過度に」という表現を書いておりますが、ちょっと過

度という表現はともかくとして、空調工事というのは、昨

年度、一昨年度、計画的に空調機の更新工事を行っている

ところです。過去2年分の経験と言いますか実績を踏まえて

台数に応じた予定価格を設定していますので、今回の予定

価格については、それらを踏まえた妥当なものと考えてい

るところです。結果としてこういう低入札があったわけで

すが、予定価格については妥当なものと考えて設定をした

ものです。 

それで、予定価格の設定のところで具体的に明細が付いて

いますが、予定価格を設定されたバックアップデータがここ

にあります。実際に、株式会社イシイ設備工業から取った見

積書にあります。これを比較すると、機器購入費については、

単価が、予定価格の設定のとおりです。それから、見積書と

差があるところについて、おそらく値引き等で対応されたと

いうことで理解はできるのだと思いますが、設備購入費か

ら、下の項目、予定価格で言いますと、この辺がかなりの差

が出てきた要因の1つであるのですが、予定価格の方で言い

ますと、先ほど説明されたように、今回の工事については配

管設備工事の対象であるとこの予定価格ではなっているの

ですが、それが見積書の方ではどこに表現されているのかよ

く分からないのですが、その辺いかがでしょうか。 

配管の部分については見積書を御覧ください。見積書の

中ほどより少し下の所に配管工費ということで、一式を株

式会社イシイ設備工業が計上しています。 



この程度で済むのでしょうか。 はい。ご指摘いただいた点は、正に我々から株式会社イ

シイ設備工業にも一定の確認をしています。低入価格調査

の際に資料提出を求めて、正に長さです。私どもが求めて

いる長さと、こちらが出していた長さについて、配管の長

さについて少しずれも生じたものですから、ちょっとそこ

ら辺りを疑念に思ったものです。ただ、実際、この点につ

いて具体的な説明は求めませんでしたが、全体の額の中で

これらの経費も含めて飲み込めるという趣旨の発言があっ

たもので、私どもとしては出された資料については妥当な

ものと言いますか、そういうものとして見させていただい

たということです。 

それで、実際に配管工事はしたのでしょうか。 今、工事をしています。具体的な工程表は、ちょっと今、

手元に詳細がないのですが、工事は10月以降、実際に電算

棟の事前の受入状況等を確認しながら、本格的な空調機の

搬入等については年明けからを予定しているところです。 

分かりました。そうしますと、仕様書に基づいた工事全体

が、滞りなく全て実施されることを確認されたということで

すね。 

はい。そういうことです。 

今、先ほどの説明の中で、予定価格はこれまでの経験の中

で適正だと思っているというお答えでしたが、具体的でない

ので具体的に答えていただけますか。予定価格が適正だった

ということ。 

まず基準は、予定価格にありますように空調機の台数で

す。過去、昨年度、一昨年度ともに6台の工事をやっていま

す。1台当たりの価格をまず設けまして、それに付随する揺

れを防ぐ防振台の機器とか、あと、空調機本体を支えるユ

ニット、台座です。台座及び通風口となるものを、これま

での実績、価格、大きくは具体的な大きな単価、価格を占

めるそういうものを設定し、そこから、配管等の付属工事

等の規模に応じて、台数に応じて比例配分という形で設定

をしました。 

予定価格の表の中の一番下に、「直接工事費の見積単価は

2者の見積りの平均価格を採用した」と書いてあるのですが、

その話と、今のこれまでの実績との関係はどういうことにな

っているのでしょうか。 

2者というのは過去工事をした業者です。そこから取った

見積り、私どもの予定価格、あとは実際に市場価格等を反

映した業者から出してもらう見積書、そういうものを参考

にして設定をしたということです。 

もう一度確認ですが、この2者の見積りというのは、今回

のプロジェクトで見積りを取ったものではないのですか。 
今回のプロジェクトで取ったものです。 

取ったのですよね。 はい。 

それと過去の実績との関係は。 過去の工事で作った予定価格があります。そのときの予

定価格を作るに当たって徴取した見積りが、今回も我々が

徴取した同じ業者から徴取、見積りを頂いた業者ですので、

そこは同一の業者ということになります。 

それは見積りの話ですね。過去の実績との比較というの

は、先ほど説明があったのですが。実績との比較、つまり実

績のデータと見積りのデータ、見積り2者ですから3つのデー

タがあることになりますよね。 

そうですね、ちょっとそこは説明がやや違ったのです。

実際に、見積りとあと契約額、前回と前々回の落札価格で

す。落札価格、契約額を加味しつつ、直近の数年、時間が

たっていますので、今回も工事に当たっては見積りを取っ

て、市場価格等との差です、過去の契約額と市場価格等の

差、開き等を見極めながら予定価格を、大体これぐらいで

妥当なところと、当然、過去の契約額、実績額よりもそこ

は差が出てきますが、現状の市場価格等を踏まえた見積り

も参考にしながら作ったということです。 

 もう一度お聞きしますが、ここには、「新たに取った2者

の見積りの平均価格を採用した」と書いてあるのです。 
なるほど。 

現状の違いと、過去と今回の違いを考慮したということは

ここに書いてないのですが。 
そうです。ちょっとそこは、事実としてはおっしゃるよ

うに2者の比較ですが、当然、我々が見積りを取るに当たっ

て、過去の契約額の実績、空調機の台数に応じてどうなの

かというのを見ますので、そこは見積りを取った段階で妥

当な見積りであったと。過去の契約額、実績等ともそう開



きがなかったものとして見積りの価格を平均して採用した

ということです。 

つまり、かなり低入札の対象になる今回、非常に低かった。

可能性はもちろん低入札の調査に書かれているように、企業

の努力であるとか、それから企業の特性によって機器を調達

しやすかったとかということもあると思うのですが、一方

で、予定価格の適正かどうかということも問題だと思うので

す。予定価格が適正かどうかということに対して、まずは2

者で平均を取っているということで、これは、そうすると一

番安い者よりも高めに予定価格がたつことになります。これ

が1つ。それから、過去との実績において比較をしたとご説

明いただいているのですが、その資料がないのでそれがどの

ぐらい改良していたのかが私どもには理解できない。この2

つがちょっと引っ掛かっているところです。 

 

この2者の見積りというのは、当然のことながら、共通仮

設費、現場管理費、一般管理費についても見積りは取られて

いるのですよね。 

具体的に業者によって見積りの内訳は少々異なる部分も

ありますが、一応、見積りは取っています、参考にしてい

るところです。 

そうですよね。その見積りを取りながら、今回の予定価格

では、建設施工単価でこれ採用していますね。 
はい。 

片方で見積りの平均価格を取り、片方では建設施工単価を

取っているというのは、これはなぜなのですか。 
実際に共通仮設費とか現場管理費というのは、これは私

ども厚生労働省の中では一定のルール化されたものですの

で、そこは、その基準と言いますかルールに基づいて設定

したと言いますか、そのようにしたということです。 

それは分かるのですが、片や見積りも取っているわけです

から、それも参考にしないというのはちょっと解せないとこ

ろがあるのですが。それゆえに、何か予定価格が異常に高く

なったために低入になったという感覚はありませんか。とい

うのは、4者のうち3者が低入になってしまっていますよね。

予定価格のたて方をもう少しシビアに考えてもよかったの

かと思うのです。 

ご指摘頂いている部分はごもっともかなと今は思ってお

ります。実際に、別な案件でご指摘いただいたことがあり

まして、予定価格を専門に見る部署と言いますか、我が省

の中のそういう部署に少し相談をするとか、そういうこと

をすべきではなかったのかなと考えています。この時点で

はちょっとそこまで至らなかったものですから、ご指摘の

部分はごもっともと思っています。 

（分科会長の意見） 

よろしいですか。終わりました。御苦労様でした。 

 

【審議案件２】 
審議案件名 ：ＢＳＬ３室退出時シャワー整備等工事 
資格種別  ：「管工事」の「Ａ」又は「Ｂ」ランク 
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、契約金額が高く、一者応札であるため。 
発注部局名 ：国立感染症研究所 
契約相手方 ：須賀工業株式会社 
予定価格  ：144,540,000円 
契約金額  ：144,100,000円 
落札(契約)率：99.7％ 
契約締結日 ：令和元年8月30日 

（調達の概要） 
 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、須賀工業株式会社が契約の相手方となっ

た。落札率は99.7％である。 

意見・質問 回   答 

今回の一般競争入札については、一者応札という結果にな

ってしまいまして、落札率も非常に高い、99.7％というとこ

ろに落ち着いてしまったということです。1者しか入札をさ

れなかったことに対してはどのような考え方をお持ちでし

ょうか。 

こちらですけれども、声掛けのほうなのですが、私ども

村山庁舎の同じように BSⅢ室の新築時の工事又は改修時の

工事を請け負った経験のある、また競争参加資格で管工事

の A 又は B を満たす業者 5 者に対して声掛けを実施いたし

ました。 

そのうち、2 者の業者の方が入札説明書の配布を希望さ

れまして、競争参加資格の申請自体は 2 者から来たのです



が、そのうち 1 者が書類不備ということで残念ながら不合

格とし、結果的に 1者という形になってしまいました。 

5 者に折角声掛けをして、3 者が辞退したということなの

ですが、それはどのように分析していますか 
理由を聞けた業者の方から理由をヒアリングしましたと

ころ、やはりちょっとそこの業者としては、ほかの工事で

手一杯で、こちらにまでは参加することができないという

回答を頂いております。 

そうすると、工事するための人であったり、いろいろなリ

ソースが対応できないということですね。 
そうですね、主にやはり技術者、監理技術者の確保が難

しいというように、こちらは監理技術者を専任で配置しな

ければいけない対象工事になっておりますので、そこがち

ょっと難しいとはヒアリングの際に聞いております。 

分かりました。それで 1 者が応札されたのですが、落札率

が非常に高く、99.7％という結果になってしまったのです

が、予定価格の設定方法も含めましてその辺の状況を御説明

願えますでしょうか。 

こちらなのですが、予定価格自体は設計会社のほうに積

算してもらった金額を使用しております。予定価格が高か

ったことに対しては、積算参考数量書という形で付ける工

事の対象になっております。予定価格の積算内訳、そちら

の金額等を抜いたものを業者の方に配布しておりますの

で、そちらが割と細かい設定になっていたので、予定価格

に対してあまりぶれがなかったのかなというように思って

おります。 

この予定価格の明細ですけれども、どこか第三者の業者に

依頼をされたものをベースにされているのですか。 
こちら、設計も入札で発注しておりまして、その際に設

計図書等、予定価格というわけではないのですが、工事費

の算出も業務の中に入っておりますのでそちらを使用して

います。 

それをそのまま使用されたということですね。 基本的にはそうです、歩切りとかは法律上禁止されてい

るのでその金額をそのまま使用しています。 

なるほど。過去の実績、あるいはいろいろな実勢価格等を

考慮して、何らかの分析的な手続はされていらっしゃらない

ということですか。 

設計会社から工事費の金額が出る際に、こちらは最終版

ではないのですが、例えば一般管理費等が別に項目がある

のに、内訳の中に同じように一般管理費があるものに対し

ては、これは二重計上なので省くべきなのではないですか

と修正指示をして、現在の形になっています。 

明細を見ると、例えば機械設備工事一式いくらとか、そう

いう明細にはなっていて、確かに明細はあることはあるので

すが、本当にこの金額が正しい金額なのかどうかということ

については、なかなか分からないのではないかと思います。

その辺はいかがでしょうか。 

こちら、設計業者の積算方法として、単価の根拠となる

ものに対してまず『積算実務マニュアル』という図書と見

積り比較、こちらを優先順位1位にして、その後単価比較、

複合単価、建設単価積算資料、建設施工単価、あと各種業

者のカタログ、こちらを優先順位2位ということで優先順位

を付けて単価を設定、優先順位1位のほうで積算出来たもの

は1位、出来なかったものは2位ということで、基本的には

問題ないのかなと思っています。 

単価比較したということですか、他の業者の見積りで。 そうですね、見積り比較の場合は2者、3者から見積りを

取ったものの中で基本的には一番安いものを選択したとい

うことです。 

今回については設計業者からのものを使うので、その作業

はやらなかったということですか。 
そちらは設計業者が作業しまして、こういう比較、見積

比較表というものを出してもらって、これが一番安いので

これを選びました、という説明を受けております。 

設計事務所の方でその作業は行ったということですか。 はい。 

分かりました。99.7％、ほぼ当てているのですが、それは

どうしてなのですか。 
こちらはちょっと、何とも言えないのですが、入札業者

の出した工事費内訳書を見ると各金額が一致しているかと

いうとそういうわけでもないので、ちょっと結果論として

高い金額、高い落札率になったのかなとは思っています。 

何か他に理由はないですか。 特にちょっと、要因分析して、今、ご説明したところと

認識しています。 

この設計をしていただいた会社、設備設計事務所ですか。 そうです、設備設計事務所です。 

設備専門設計の事務所ですか。 設備専門かどうかちょっと分からないのですけれども、

設備設計協会みたいなものに属している会社なのでおそら



く設備専門だとは思います。 

ああ、そうですか。もう一度確認ですが、今、かなり詳し

く御説明頂いたのですが、その設備設計事務所が出してきた

金額をそのまま予定価格にしていますか。 

不適切かなと思うところは事前にチェックして、修正指

示を出して、最終版として上がってきたものはそのまま使

用しています。 

つまり最終版、向こうから出てきたものをそのまま使うと

いうことですね。 
はい。 

そうすると、そこに営業努力とか何とかということは考え

ていないという話ですね。 
質問の趣旨としましては工事会社の営業努力という。 

いやいや、まあそうです、工事会社の営業努力。 公共工事の品質確保に関する法律だったと思うのですけ

れども、そこに基本的に設計会社の積算に対して歩切りを

してはいけないとなっていたと思いますので、最終版は適

正というように判断しましてそのまま使用しました。 

結構です。それから、最初の質問の回答にあった 2者のう

ち 1者が書類不備で落ちたということなのですが、今回はそ

れが最大の要因で一者応札になっているということだと思

います。その御説明を具体的にしていただけますか。 

申し上げます。こちらなのですが、具体的に何の書類が

不備だったかといいますと、合格したものの資料で申し訳

ないのですけれども、説明資料を御確認いただければと思

います。こちらにあります競争参加資格確認申請書のうち、

1から5が提出書類として書いているのですが、そのうち5

と6、保険料納付に係る申立書と行政処分等に係る自己申告

書、こちらの提出がなくて不合格という形になりました。 

この資料がないということで不合格としたということで

すね、その結果一者応札になったと。 
はい、そのとおりです。 

それから公示の資料、入札公告の資料で先ほど説明にあっ

た参加条件、参加条件の中で「BSL3 の実績のある者」とい

うのはこの参加条件のどこを指しているのですか。 

BSL3の実績がある者というのは参加条件としては設けて

いません。声掛けする際、おそらくBSL3の実験室を改修・

新築した規模の業者でなければ結構大規模な改修になって

しまうので、対応できないだろうと思って声掛け業者とし

てはBSL3の実績のある業者に対して声掛けをしました。 

そうすると、公告では縛っていないけれども声掛けは絞っ

たということですね。 
そうですね。 

先ほど説明があった監理技術者、監理技術者に直接的かつ

恒常的な雇用関係があるというようなことで縛ってしまっ

たということなのですが、これは必要だったのでしょうか。 

こちらは会計事務手引に則って設定していまして、通常、

設定している項目になります。 

これは必ず書かなければいけないことなのですか。 おそらくそうだと思います。事務手引にそのようになっ

ているので、具体的な通知の根拠とかは見ていないのです

が、そのまま会計事務手引に乗っている入札公告のまま使

っております。 

予定価格調書に添付されている内訳書、このどこの部分ま

でを業者に渡すのですか。金額欄を除いた欄は全て渡すので

すか。 

こちら、金額を除いた全てになります。 

名称、適用、数量で、金額欄を除いた物全てを渡すと。 はい。 

ということですね、金額欄だけを除くということですね。 はい。 

業者から漏れている可能性ってないのですか。設備業者か

ら、というか設計業者から。 
ちょっと、こちらでは確認できないです。あと、また、

設計業者の方で出してもらっている様式というのはこの様

式ではなくて、そこから設計業者の作った金額をこの様式、

こちらは私どもが使っている様式なのですが、そちらに数

字を落とし込んでいるので、この予定価格がそのまま業者

に行っているかどうかは、ちょっとこちらでは確認ができ

ません。 

今のは、この表自体は設計業者が作ったのではなくて落と

し込んでいるという話ですか。 

設計業者作成の様式からこちら、私どもが予定価格とし

て使っている様式に落とし込んだものになります。中身と

いうのは基本的にというか、全く変わっていません。 

そうですよね、項目もそうだし、数量もそうだし、全てそ

うですよね。順序がちょっと変わっているかどうか分からな

いけれども。例えば金属くずなんていうのは、金属くずなど

落札業者から工事費内訳書、落札金額に対する内訳書と

いうのは提出頂いています。 



というように表示されているわけですよね。落札業者からこ

ういう積算の過程の表というのは取っているのですか。 

そうすると、この項目に沿った金額が出ているのですね。

表を見ると。 
はい。 

どこにどう差があるか、というのも把握しているのです

ね。 
はい、こちらも把握しています。 

どこに差があったのでしょうか。 ちょっと細かいところはわからないのですが、直接工事

費の方は業者の方が安かったです。また共通費の方は業者

の方が高かったということになります。 

項目ごとで正・否を付けるとかなりの項目で一致していた

のではないですか。 
項目ごとで見ると基本的には一致していないです。 

そうですか、トータルだけほぼ一致しているという話です

か。 

積上げ量が多いので、中身としては微々たる差で業者の

方がちょっと安いのかなと思っています。 

そうすると、予定価格と落札価格というのはそんなに差が

ないですよね。99.7％だから。そのぐらいの差しかない、100

万、0.3、そんなもんですよね。そうすると、直接工事費の

差がそのまま落札価格と予定価格の差になったぐらいの感

覚ですか。 

そのような認識でございます。 

なぜそんなことを言うかと言うと、これは2回目ですかね、

入札したのは。 

こちら、2回で落札です。 

（分科会長の意見） 
どうも、ちょっと予定価格とぴったり過ぎるなという感覚

があるものだから、おそらく発注側から漏れるということは

あまりないだろうと思うのだけれども、設計業者から漏れる

可能性って、特に明細を示しているとあるのではないか、と

ちょっと懸念するからなのです。よろしいですか。では終わ

りました、御苦労様でした。 

 

【審議案件３】 
審議案件名 ：戸山庁舎大規模空調機オーバーホール 
資格種別  ：「管工事」の「Ａ」又は「Ｂ」ランク 
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、契約金額が高く、最も落札率が高いため。 
発注部局名 ：国立感染症研究所 
契約相手方 ：株式会社日立プラントサービス 
予定価格  ：129,036,529円 
契約金額  ：128,700,000円 
落札(契約)率：99.74％ 
契約締結日 ：令和元年 7月 1日 

（調達の概要） 
 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、株式会社日立プラントサービスが契約の

相手方となった。落札率は99.74％である。 

意見・質問 回   答 

今回の開札ですが、入札が 31 回行われたという状況なの

ですが、この辺の経緯を説明していただいてよろしいでしょ

うか。 

最初当初 3 回を終わったときに、「今後の入札どうしま

すか」と確認したところ、「辞退はしませんので続けてい

ただきたい」ということでしたので、そのまま続けました。 

途中で随意契約プラス価格交渉というような手続の方に

はお考えなかったのでしょうか。 
ちょっと考えないこともなかったのですが、このまま続け

たいというご意思だったので、そのまま続けました。 

ルールの範囲内なので続けていただきましたとそういう

ことですね。 
はい、そういうことです。 

分かりました。今回なぜこのようなことが起こるかと申し

ますと、一者応札ということだったということが、最大の原

因だと思うのですが、1者になった理由書がありますが、3

者だけに声掛けしたということですが、もう少し何者か他に

声掛けをしていれば、競争者が増えたのかなと思いますが、

特に3者になった理由としては、私どもの研究所の方によ

く空調機の修理をしてくれている業者と、あと今回全く付合

いがない業者からも問合せがあって、仕様書をお渡ししたと

いうことで。 



3者になってしまった理由はどういうところにあるのでしょ

うか。 

空調機を設置した業者はどちらですか。この本体は。 もともと空調機を入れてくださった業者はＡ社です。 

Ａ社。メンテナンスは株式会社日立プラントサービスがず

っとやっていたと、そういうことですか。 
メンテナンスは特にお願いしていないのですが、修理のと

きはＡ社に限らず他に建設会社の方とか、お願いしていま

す。 

なるほど。今回株式会社日立プラントサービスは初めての

メンテナンスになるのですか。 
メンテナンスは初めてになります。修理はよく来てもらっ

ています。 

分かりました。この文書を見ますと、さらに参加者を増や

すために声掛けをすれば良かったとなっているので、そうい

った業者が他に複数、もし知っているのであればそのように

していただきたいと思います。あと、落札率が当然高く、高

止まりになってしまうという予定価格すれすれのところに、

50万ずつ刻みでくるので、それはしょうがないとして、予定

価格調書の、予定価格の設定方法があります。その予定価格

調書の内訳の所に、明細がずっと書いてありますが、数量×

単価で金額を計算して、それをトータルしているわけです

が、この数量及び単価についてはどのように決めたのでしょ

うか。 

数量に関しましては、ちょうど2年前に実験動物室の空調

機の分解整備をやっていまして、その実績を基に作成しまし

た。その当時株式会社日立プラントサービスがやっているの

ですが、一応ヒアリングも行いまして、何人かというのを聞

いて出しています。単価は建築保全業務労務単価を用いて積

算しています。 

なるほど。そうすると株式会社日立プラントサービスの方

から参考見積りは取っているのでしょうか。 
参考見積りは取っていません。 

ない。 はい。 

内訳の所に参考見積書及び過去の契約実績の平均額と書

いて。 
すみません、失礼しました。予定価格をたてる際に、概算

見積書は株式会社日立プラントサービスから取っています。 

株式会社日立プラントサービスから取っている。他には。 あとＢ社に過去の実績がありましたので、それを参考に積

算しました。 

なるほど。そうすると、その2つの参考見積りについては、

どのようにここの内訳の中に反映されているのですか。 
備品とか消耗品については、契約実績を足して平均値で出

しています。 

その価格が適正だという検証はどのようにしたのですか。 特に行っておりません。 

そういった過去の実績あるいは市場価格、市場の実勢価格

その辺の調査をして、予定価格を適正なものにするというの

が大前提だと思うのですが、参考見積りを取って単価及び数

量については、その辺のデータをここに反映されているとは

思うのですが、ちょっと具体的にどのような形なのかをお聞

きしたいということなのですが。おおむね出来ているという

ことはもちろん理解はしておりますが、具体的にどのような

作業をしたのですかという質問です。 

予定価格の内訳の備考欄に記載していますが、参考見積書

と過去の契約実績の平均額をもって一応それが適正なもの

ということで、ちょっと判断をしたものになります。 

そうすると、単価をどのように取ったのかということにつ

いてはいかがですか。 
平均で単価を取りました。 

単価というのは、備品の方の単価ということでよろしいで

すか。 
上の方の単価。 

 上の方の機械のほかの関係が。 

 公共事業の積算資料の方からになっておりまして。 

 公共工事の積算資料の方から設定し、11番以降の備品関係

のものについては、見積書と過去の実績の平均額という形で

設定をしています。 

そうすると上の方の数量については、参考見積り及び過去

の実績からお取りになったということですね。一番上の290

日とか、この数字は。 

これは過去の2年前の実際の工事の実績から取っておりま

す。 

分かりました。どのようにお取りになったのかは少しまだ

説明が不足していると思いますが、これくらいにさせていた

だきます。以上でございます。 

 

これは参考としてお聞きしたいのですが、入札のスケジュ はい。 



ールが6月11日公告で、入札が7月1日。大体その間20日間く

らい。それで7月2日から年度内に一杯一杯仕事やってくれ

と、いうお願いですよね。 

これって、たぶん新年度に入って、一所懸命準備をして6

月11日に公示ができたのではないかなと思うのですが、例え

ば先ほどの話で年度内、職人の手配が難しいとか、今どちら

かというと建築業界みんなどこでも同じ話が出てくるんで

すよね。そうなると工期が年度内に納めるという工期に無理

がなかったかというのが1つ気になるところなのです。予算

は年度内に納めなければいけないのは分かるのですが、もう

少しゆとりのあるスケジュールを組むことは可能なのです

か。これは参考としてお伺いしたいのですが。難しいのです

か。やっぱりこれ以上、無理なのですか。 

おそらく普通であれば2年間くらいで出来ると思うのです

が、今回こちらの空調機に関しては、補正予算で付いたもの

で、一度繰り越しをしていますので、どうしても今年度中に

終わらせる必要があったところがあります。 

（分科会長の意見） 
それでは終わりました。御苦労さまでした。結構です。 

 

【審議案件４】 
審議案件名 ：職員ＩＤカード発行機器の更新契約 
資格種別   ：－ 
選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性について、確認する必要があるため。 
発注部局名 ：国立感染症研究所 
契約相手方 ：富士ソフト株式会社 
予定価格  ：1,829,520円 
契約金額   ：1,829,520円 
落札(契約)率：100％ 
契約締結日 ：令和元年 7月 1日 

（調達の概要） 
 会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

では私のほうから質問させていただきます。これは、

Windows XPから10に変えたわけですか。 
はい、そうです。 

Windows XPを今おやりになるというのは少し遅すぎませ

んか。 
そうですね。 

7かと思っていました。 ちょっと、予算の関係もありまして、この時期になって

しまったと。 

ああ、そうですか。 その間、なるべく回線からは抜いて、ネットにつながな

いような形にはしてはおりましたが。 

XPは前から、ウィルスに弱いというふうに、2、3年前です

よね、言われていたので。そうですか、分かりました。あと、

このソフトウェアは、Ａ社のソフトウェアなのですか。それ

とも、富士ソフト株式会社ですか。これ、見積書を見ると、

Ａ社と、上から3つ目に書いてあるように思います。 

Ａ社の機器を富士ソフト株式会社が使っていて、システ

ム自体の中のセキュリティーとかのソフト自体も、富士ソ

フト株式会社が作っているという形になります。 

分かりました。パソコン1台、少し高いように思うのです

が、いかがですか。 
パソコンですと、向こうから出た見積書ですが、パソコ

ン本体の価格ですと一番上が定価となっていて、それ以外

に設置作業の方で合計として、ちょっとこの金額になって

いるところです。 

それで、見積書を見ますと、その4以降、その他で、設置

費及び作業費ということで、5行にわたって項目が書いてあ

りますが、設置作業だけでこんなにもかかるものなのでしょ

うか。パソコン1台ですよね。 

私からの補足で説明いたします。パソコン本体購入価格

であったり設置作業でありましては、確かに先生のおっし

ゃるとおりなんですが、使っている現行のソフトからデー

タを引き上げて、新しいものに組み込んで、テスト・検証

というところが必要となってきますので、そういったとこ

ろで、複数項目で経費がかかっているのではないかと思っ

ております。 

でも、富士ソフト株式会社しかこれできないとなると、ど その辺も、私どもの所内の予算が、各部に配賦される予



うしても、富士ソフト株式会社の言い値でやらざるを得ない

という状況になってしまうのですが、その辺の牽制を何らか

の方法でかけないと、値段がつり上がってしまうという状況

になってしまうのですが、その辺は、どのように価格分析を

するのでしょう。 

算というのが非常に小額な部分もあり、当然、向こうの言

いなりでは値段がつり上がってしまいますので、事前に、

十分価格交渉をした上で、なるべく抑えてもらうというこ

とで、何度か見積書の内容の精査等もした上で、最終的な

見積書という形で、この内容に落ち着いたというところで

す。 

何回か価格交渉はされているということなのですね。 はい、そのとおりです。 

分かりました。最後の質問ですが、どれぐらい下がったの

ですか。 
ちょっと記憶にないところなのですが、おそらく10％ぐ

らいは落としてもらったのではという感じかと思います。 

そうですか。10％というのは、大した値引きでなさそうな

気がしますが。 
そうですね、向こうも、最低の利益確保というところが

あるというふうに言われていまして、そこのところは、本

部と確認しながら最低利益だけは割り込むことはできない

のでというところで、お互いの妥協点という形で、この値

段に落ち着いたところです。 

コメントです。今の、最後の話がすごく大切ではないかな

と思うのです。様々な理由で、随契にならざるを得ないとい

ったときに、どういう経過をたどって、どれだけ価格下げる

ような努力をしたのかということの資料が残ってないと、そ

れが頑張りましたというだけでは、ちょっと問題ではないか

と思うのです。そういう記録をきちん取って、その記録を残

していただく。こういう場で、私たちこれだけ頑張って、10％

やっと下げたのですというようなことがあれば、それなり

に、ああ、そうですか、それは大変御苦労さまでしたという

話になると思うのですが、頑張りました、10％下げましたと

いう口頭の説明だけではたぶん、これからは難しいのではな

いかと思うので、是非ともよろしくお願いします。 

そこは、ご指摘を踏まえて、今後見直していきたいと思

います。 

全くとんちんかんな質問になるのかもしれないのですが、

なぜこれが富士ソフト株式会社しかできないのかというの

は、もう1つよく分からないのです。見積書を見るとこれ、

ほとんど丸投げですよね、Ａ社に。これは、もともと案件名

もＡ社製カード発行システム、これはＡ社ですよね。なぜ、

フリーソフトしかできないのですか。ごめんなさい、繰り返

しですけど丸投げみたいなことで、Ａ社にやっているわけで

すが。 

この中のIDカードの発行機器が今回の契約ですがそもそ

も、この厚生労働省もそうですが、入るときに、入退館で

IDカードのチェックがあるのですが、そこのシステムは富

士ソフト株式会社が作ったものなので、同じシステムに適

合した機器とかシステムじゃないと、まず使えないという

のが1つ理由にありますのと、あと、こちらはＡ社となって

いるのは、パソコンやモニターの消耗品や備品がＡ社であ

って、作業自体は富士ソフト株式会社が行っていることに

なります。なので、Ａ社の方に再委託したのではなくて、

富士ソフト株式会社が一応、業務自体は実施しているとい

うことになります。 

もともとの富士ソフト株式会社が作ったソフトを使用す

るから、そこに著作権があるからという意味ですか。 
はい。 

このシステム自体は、Ａ社が作ったシステムではないので

すか。 
そうではないです。富士ソフトが作っているセキュリテ

ィーのシステムになります。その中で、機器はＡ社のもの

を使って作っているということになります。 

そうですか。参考のためですが、このシステムを設置する

のに、どのぐらいの費用がかかったかは分かりますか。 
もう10年以上前のことなので、すみません、資料を調べ

てみたのですが、何か参考になるものはないかと予定価格

をたてるときのために、ちょっと資料が残っていなくて、

そこのところは分かりません。 

そうすると、そのシステムを利用するのに、何だか、いろ

いろな制約があるかどうかは契約書等を見て判断すること

はなかったのですか 

当時の資料は残っていなかったので、今回、システムを

見直すに当たって、富士ソフト株式会社の話と、他のそう

いうシステムを作っている会社にも声掛けをしたところ、

他の会社では対応できないと。もしやるのであれば、そも

そも、システムの方をいじらないといけないという話でし

たので、富士ソフト株式会社しかできないと判断しました。 

（分科会長の意見）  



何となく合点がいかないのですが、説明としては理解しま

した。終わりました。御苦労さまでした。 

【審議案件５】 
審議案件名 ：麻薬取締部ネットワークシステム用ネットワーク回線・機器の供給及び運用・保守一式 
資格種別  ：役務の提供等（「Ａ」､「Ｂ」又は「Ｃ」ランク） 
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施しているため。 
発注部局名 ：関東信越厚生局 
契約相手方 ：KDDI株式会社 
予定価格  ：65,626,350円 
契約金額  ：24,178,000円 
落札(契約)率：36.84％ 
契約締結日 ：令和元年 9月 10日 

（調達の概要） 
一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２者応札があり、KDDI株式会社が契約の相手方となった。

落札率は 36.84％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入調査の対象になっており、落札率が36％と非常に低い

案件ですが、その辺の理由はどのようなところと分析してい

ますか。 

予定価格については、まず、現行の契約を基に積算しま

した。現行の契約については、1の金額を予定価にしてしま

いますと、国庫債務負担行為を超えてしまうことから、こ

の国庫債務負担行為の範囲内で積算することになります。

消費税も10％になることから、そこも考慮した積算価格と

いうことで設定しています。 

そうすると、今のサービス水準を維持するために、過去の

金額をそのまま利用すると。ただ、国庫債務負担行為がある

ので、若干、値段は下がっていますが、それで問題ないと、

そのようなジャッジをしたということですか。 

本プロジェクトの調達からプロジェクト進行まで担当し

ておりますので事業者との調整も私がいたしました。今回、

予算要求の段階からお話しますと、3 者から要求のための

見積りを取得しています。その 3 者というのは、現行のネ

ットワーク回線業者である 1 者と、私どもの麻薬取締部ネ

ットワークシステムは、サーバーとクライアント端末の調

達を昨年行っており、その際のサーバー業者から 1 つ、今

回の落札者である KDDI株式会社から 1つということで、合

計 3者の見積りを取っております。 

現行業者の見積額とサーバー業者のＡ社という今回の 2

者のうちの 1者ですが、その価格に比べて KDDI株式会社の

見積額は当初から低かったのです。その低かった理由が、

ネットワーク回線の見積内容は非常に専門技術的なことが

多く、内容が本当にその水準で維持されるのか少し不明瞭

だった部分もありますので、これは我々の不勉強な部分も

あるのですが、ただ、業者を疑いにかかると同時に、予算

要求の手続を進めなければいけないというタイムリミット

もありましたので、現行業者の見積りを基に予算要求をす

れば、まず、現行のシステムのクオリティは維持できるで

あろうと判断し、予算要求は行いました。 

我々の局の予算要求は、厚生労働省本省を通り、システ

ムの調達に関しては、政府全体のシステムを管轄している

のが総務省ですので、総務省のヒアリングを受けました。

総務省のヒアリングで 3 者からの見積りを基に予算要求を

したのですが、その見積りの中で、なぜ、一番高い、この

見積りを基に予算要求をするのか、技術というのは同じク

オリティであれば値段が下がっていくのは当然だからとい

うことで御指導いただいたのですが、とはいえ、最初に申

し上げたとおり、KDDI株式会社の見積りが現行のネットワ

ーク回線の水準を満たしているかどうか判別できなかった

ので、その指導を受けた上で、我々で再度検討した結果、

少し下げた金額で予算要求をいたしました。結果、その要



求額として認めていただいた国庫債務負担行為額が、こち

らの金額になります。 

KDDI株式会社が、なぜ、このような低価格になったかと

いうのは、私の想像でしかありませんが、日本には、三大

キャリアといわれる会社があります。その三大キャリアが

持っているうちの KDDI株式会社の今回のサービスが、私も

その後、ネットワーク回線については少し知識を得て判断

できるようになったのですが、WVS という今回のサービス

が業界ではシェアが一番です。シェアが高ければその分、

価格を下げられるのは当然なのかなと私は考えています。

あとは、今回、3 者の業者様とお話を重ねた上で、非常に、

我々の麻薬取締部ネットワークシステムというものに興味

を持っていただき、当初、こういった見積りを取った段階

よりも、入札する価格は競争入札ですので、業者は下げる

のが当然かと思うのですが、その際に、いろいろと検討を

重ねた結果の金額だと考えております。 

補足を重ねますと、今現在、プロジェクト進行しており

ますが、プロジェクト進行において停滞しているポイント

は一切ないので、審査は妥当であったと考えています。以

上です。 

そうすると、予算要求したときの予定価格を使っていると

いうことですね。 
そうなりますかね。予算要求したときの予定価格、すみ

ません、御質問の趣旨が分かりかねます。 

趣旨というのは、この設備の発注をするときに。言い方を

変えます。要するに、この予定価格の積算根拠を示す資料が

ありますが、これは予算要求をしたときの予定価格調書だと

いうことになりますか。 

というのは、予定価格を作られていますが、このような根

拠でこのような明細で予定価格を作りましたというような

データが見受けられない。では、どれが予定価格を設定され

た根拠になるのですかという質問に変えます。 

今回の予定価格については、国庫債務負担行為の予算が

あり、年度ごとに予算の上限もありますので、それも考慮

に入れ、説明が重複しますが、前回も入札でこういった価

格になっておりますので、最初、それを基に予定価格をた

てようとしたのですが、予算の上限がありますので、そこ

に縛られて消費税等を加味して、こういった形で出したと

いう流れです。 

そうすると、国庫債務の予算枠ありきということになるの

ですか。 
少し補足いたします。工賃や工数に関しては、現行と同

じものです。総務省の方から受けたコメントを引用すると、

今回、現行業者が入札した場合は現行のインフラをそのま

ま使えるから有利ではないかと私どもは思っていたのです

が、それは応札者が持っているアドバンテージとして、そ

のまま維持してよいと言われましたので、現行業者に比べ

て、その他の応札者は、工数が現行業者が調達したときと

同じだけかかるだろうと考えて差し支えないと思うので

す。なので、工数などに関しては、現行業者が調達したと

きと同じ工数で予定価格を積算していると聞いています。 

分かりました。その資料は、この中にあるのですか。  

予算要求書、これの根拠。 それは後日、御提示という形でもいいでしょうか。 

分かりました。そうすると、予定価を作るときの参考見積

りは3者から、それをべースに。 
そうですね、もともとの予算というのが現行業者の価格

をべースに要求したのですが、それでは少し高すぎるとい

うことで、予算が現行業者べースにした当初の要求額より

は下げられたという実態があります。ですので、現行業者

と同じ予定価格の積算をすると、それを上回ってしまう状

況になったため、そこで予定価格を作成するときに、工数

としては同じかもしれないけれども削れる部分はあるので

はないかということで検討した結果、現在の予定価格とい

うことで御理解いただければ差し支えないかと思います。 

そうしましたら、予定価格を作ったバックアップデータ、

参考見積りが、もし、コピー等が残っていれば、それを後日

で結構ですので見せていただけますか。 

参考見積りというのは、この予算を決めるときの国庫債

務の予算要求するときの見積りということですか。 



そういうことになりますね。通常は予定価格を作るときの

参考見積りでしょうけれども、その前に、予算要求を取って

いるので。 

見積書を取ったのは、要求時のみです。ですので、すみ

ません、これは私の理解が間違っていなければですが、予

定価格を立てるときに改めて見積りを取るというのは、逆

に、業者にその金額を教えてしまうことになるので、支障

が出るのではないかと。 

二重に取る必要はないと思いますので。 そうですよね。 

よろしいのではないですか。 そうですよね。なので、作成した予定価格の積算根拠の

資料と、我々が持っている要求当時の見積りを御提示する

ということでよろしいでしょうか。 

これは少し難しい問題だと思いながら聞いていたのです

が、例えば、今回のスケジュール感でいくと、入札が今年の

6月、公告をして入札日が8月、契約締結が今年の9月からと

いうことですよね。 

はい。 

つまり、令和元年、2019年度予算を取るために見積りを取

ったのは、各部局からの蹴り出しは、おそらく、昨年の6、7

月ぐらいに蹴り出されると思うので、その時期に見積を取っ

ているわけですよね。 

はい、そうです。そのとおりです。 

実際に施工し始めるのが1年少したってからということで

すね。 
はい。 

それで、現行のシステムが終了するのが、今年の8月、9

月ですね、引継ぎですから。 
そのとおりです。8月。9月ではなく。 

その辺りですね。 そうですね。 

現行のシステムも5年契約ですか。 現行のシステムは、5年ではなく、30か月です。 

3年契約ぐらい、3年弱。それの見積りというのも、やはり、

その1年半ぐらい前に取っているわけですね。 
といいますと。 

 それは、現行30か月の開札の始まる1年前という理解でよ

ろしいですか。 

つまり、情報システムの価格の動きに対して、国の予算の

取り方の債務スケジュールが合わないという問題があるわ

けですよね。 

それは、このようなことを申し上げるのもあれですが、

私もそう思いながら調達しているわけです。 

ですから、この低価格で落ちているという原因の1つは、

予定価格が入札をするときの時期の現行の価格に近いかど

うかという問題と、それから、企業がここでは経営戦略と書

かれていますが、そのような戦略をもって安く入れてくるか

どうかという、この2つの問題がここにあるのではないかと

思うのです。 

なるほど、そのとおりです。 

今の話を聞いていると、その予定価格のところは、ほぼ予

算ベースで話が進んでいる。それが本当に正しかったのかど

うか、やり方として正しかったのか。そこに、もう少し予定

価格のたて方に工夫はなかったかどうかが、まず1つ気にな

るところです。 

はい。 

改めて見積りを取ることが予定価格を教えることになる

のかと、私はよく分からなかったのですが。 
 

つまり、そこの問題について、もう一度考える必要がある

と私は思います。 
分かりました。 

あともう1つ、ここの低入札価格調査結果の中で、先ほど

申し上げた企業戦略的な特別な値引きと書かれているので

すが。 

 

ここは正直申し上げて、かなり難しい部署ですよね。そこ

に、ある民間企業が企業戦略的に値引きして入って来ました

というのは、どのような意味なのですか、この企業戦略的と

いうのは。 

 

 その文書については、企業努力という意味合いなのです



が、正直、民間企業内部でのそういった見えない部分につ

いては、こちらでも値引きの詳細までは把握しきれないと

ころはあります。 

私は麻薬取締部がどのようなことをやっているのか詳細

は分かりませんが、何となく風評的に聞いているぐらいの話

で、やはり、このような部署が民間企業から企業戦略的にと

いう理由で言われたときに、国のほかの役所と同じレベルで

経営努力なのですね、はいはいと、そこをさっと流していい

のかなということが少し気になったところです。 

 

今のは、気になったというレベルの話ですからね。 分かりました。 

私から。審査調書があるのですが、現行の契約業者はＢ社

ですね。 
はい。 

この予算要求に使った見積書もＢ社から取った。 そうです。Ｂ社と現行のサーバー業者であるＡ社、Ａ社

とは、昨年、調達しましたサーバーとPC端末の件では契約

を結んでおります。 

分かりました。 あと、今回、落札したKDDI株式会社の3者です。 

Ｂ社が今回の入札に応じなかった理由というのは、聞きま

したか。 
入札に応じなかったわけではなく、入札はしてもらった

のですが、事前審査の段階で、そのシステムに関しては履

行可能性審査を厚生労働省本省の情報化担当参事官室で受

けることになっており、そちらの審査に落ちてしまい、結

果として2者になりました。 

（分科会長の意見） 
理解しました。終わりました。よろしいですか。御苦労さ

までした。 

 

【審議案件６】 
審議案件名 ： 食品衛生法第28条第4項の規定に基づく収去食品等の試験に関する事務の登録検査機関への委託  

農産食品及び畜水産食品の残留農薬20項目 
資格種別  ：役務の提供等（「Ａ」､「Ｂ」又は「Ｃ」ランク)  
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、落札率が100％であるため。 
発注部局名 ：横浜検閲所 
契約相手方 ：一般財団法人食品環境検査協会 
予定価格  ：11,898,700円 
契約金額  ：11,898,700円 
落札(契約)率：100％ 
契約締結日 ：令和元年 7月 19日 

（調達の概要） 
一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２者応札があり、一般財団法人食品環境検査協会が契約の

相手方となった。落札率は 100％である。 

意見・質問 回   答 

今回の案件については、落札率が100％ということで抽出

された案件ですが、調書を確認すると、もちろんそういう結

果にならざるを得ないと思うのですが、参考見積りを取っ

て、そのまま予定価格の単価にしていますが、それで問題は

ないのでしょうか。 

結構、専門的な分野なところもあり、単価も公表されて

いないものなので、なかなか積算で見るというのは、こち

らでは難しいので、ただこれも平成16年から調達でやって

いるものですが、一応、過去の傾向から大きくそれから外

れたり、そういうことはしていないという確認はしていま

す。 

過去の実績データの整理など、そういったものについて

は、どのようにやっているのですか。 
単価だけで取りまとめたものは、私は確認したことがな

いのですが、ここ数年のものについては、手元にデータが

あるので、そこで内容の確認はしています。 

特にデータベース化など、そういうことではなくて、御自

分のお持ちのファイルか何かで、過去の単価を比較して、特

に問題はないかどうか確認はしているということですか。 

はい。これが結局、毎年うちの所に同じものが割り振ら

れるわけではなくて、本省のほうで全体の計画を立てたう

ち、横浜検疫所に割り振られるものがくるので、物が変わ

ってきたりすることはあるのですが、そういうこともあっ

て、うちでデータベースを作る感じではないのですが、一



応、今回うちに初めてくるようなものは、前回やった検疫

所に確認をして、金額は妥当かと確認をしています。 

単価は上がっているのですか、下がっているのですか。 おおむね大体一緒なのですが、少しずつは上がっていま

す。やはり人件費の関係などもあると思います。 

そうすると、単価が適正なものかどうかについて、分析的

な手続という面ではいかがですか。 
これが完全に妥当なのかまでは、なかなか専門的な分野

の部分もあり、見られないのですが、先ほども言ったよう

に結局、過去の実績から大きく外れていないというところ

と、見積書も複数者から取っておりますので、そこで一応、

妥当性を取っているという形にしております。 

分かりました。開札調書がありますが、予定価格、積載内

訳で3者から参考見積りを取っていますが、この中で2者につ

いては入札をされているのですが、1者、Ａ社だけは、今回

の応札には参加しなかったのですが、それはどのような理由

があるのでしょうか。 

一応、入札が終わった後に確認はしたのですが、今回こ

のＡ社というのは、実はうちとは過去に取引がなかったと

ころで、本省から検査項目を割り振られたときに、まず価

格調査をするのですが、そのときに過去にうちが取引して

いたような実績があるようなところではできない検査項目

が結構出てきてしまったので、本省に今回のＡ社を紹介し

てもらい、価格調査をして見積りなどを頂いたのですが、

その後結局、なかなか事務の繁雑さなどの理由で、今回は

見送りますと回答がありました。 

そうすると例えば、アニラジンなどは今回検証対象から外

れたことになるのですか。 
はい。うちの所では請け負えなかったので、あと本省で

他の検疫所に割り振るのか、今年は見送るのかは、そこま

では確認はしていないです。 

その辺はどうなのですか。私から申し上げるような数字の

ものではないのですが、検査ができないことになったわけで

すよね。 

検疫所でもやっていると思います。やりきれない部分を

外部にも委託をしているので、全くやっていないわけでは

ないのです。 

 アニラジンがどうなったかというところまで追いきれて

はいないのですが、大体落とせなかったときには、また本

省でできる検査機関を幾つか探してもらって、そこに一応

できますかということは確認してもらって、それを内部的

に話があった場合には、こちらからもできるのかどうかを

聞いてみたりして、もう一度、再入札するのか、1個だけな

ので単価でやるのかということで、今年度は特に本省から

その後、不調の後にほかの検査機関を当たってみてくれと

いう話がきていないので諦めているのか、ひょっとしたら

別の検疫所でやっているのかもしれないですが、その辺は

本省からの連絡マターになります。 

そうしますと、過去のデータの実績レベルの単価なので、

どれだけの単価で発注したかは、非常にクリアに分かるわけ

ですので、横並びに書いておくなど、そういった少しは、デ

ータベース化をされたほうがよろしいのではないかと思い

ます。以上になります。 

 

よく分からないので教えていただきたいのですが、予定価

格積算内訳と、開札結果調書を両方見比べると、今の御説明

の話も含めて、例えば 2 つの会社から見積り、積算が出てき

た、例えば一番下のリムスルフロンが 2つ出ていますね。世

の中に安くできると言っているところがあるのに、1回の入

札で、1回の見積りで取った金額どおりにいかなかったら、

そこで全ておしまいというやり方を今、しているわけですよ

ね。だから 100％でおしまいなのですよね。普通は、そこで

繰り返し値段を下げられませんかということをやると思う

のですが、この場合はできないのですか。 

1つは、今回の入札については業者が要はうちのところに

開札に来なかったので、その場では再入札というのは、ま

ず出来なかったのが1つと、一応、入札が終わった後に声掛

けをしまして、不落になったということで、もしまた入札

するとしたら、参加してくれますかと話をしましたら、他

の機関などからの依頼もあり、検査機関のキャパシティの

問題もあり、もうこれ以上受けられませんと話があり、一

応、今回は断念をして、それを本省には報告をして、うち

では締結できませんでしたと連絡をしまして、うちとして

は、その後の打ち返しがないので、そこでストップをして

いる状況になっています。 

そのやり方が普通なのですか。 一応うちとしては、やれることはやったつもりではいた

のですけれども。 

それでは私もよく分からないので、調達概要書を見ると、 そうですね。この8項目についてです。 



残留農薬8項目は、仕様書別紙の8項目についてやるのですよ

ね。 

落ちた8項目についてということなのですね。 はい、そうです。 

（分科会長の意見） 
分かりました。ほかにありますか。よろしいですか。終わ

りました。御苦労さまでした。 

 

【審議案件７】 
審議案件名 ：国立療養所邑久光明園病院情報システム 一式 
資格種別  ：－ 
選定理由   ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性について、確認する必要があるため。 
注部局名   ：国立療養所邑久光明園 
契約相手方 ：株式会社岡山情報処理センター 
予定価格  ：80,190,000円 
契約金額  ：79,542,000円 
落札(契約)率：99.19％ 
契約締結日 ：令和元年 9月 24日 

（調達の概要） 
会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

このサーバーは、長島愛生園、それぞれにあるのですか。 国立療養所長島愛生園にあります。 

国立療養所長島愛生園に、サーバーがあるのですか。 はい。国立療養所長島愛生園の部屋に、当園のそれぞれ

の患者情報というのは、それぞれの、両園で見られないよ

うに、国立療養所長島愛生園のサーバー室に当園のサーバ

ーを間借りするような形で運用を考えております。 

そうすると、その国立療養所長島愛生園にあるサーバーの

管理は、この株式会社岡山情報処理センターが請け負ってい

るのですか。 

そうですね。保守、委託は株式会社岡山情報処理センタ

ーが請け負っております。 

そうすると、今あるオーダリングシステムは、どなたが開

発したものなのですか。 
平成24年のときに、当時の園長先生がそのスキルにかな

り詳しく、園長先生と親しい関係にあるドクター、更には

技術のある事務員がおり、当園のその者たちで開発をしま

した。 

内部で開発したのですか。 内部で開発して、その際に外部の業者のお知恵も頂きな

がら基本、内部で開発をしたシステムです。汎用性のない

システムですが、いろいろなシステムを園長先生が経験し

てきているので、その辺のいいところを活かしたり、開発

するに当たってよその園のシステムを見に行ったりしなが

らより良いシステムになるようにしましたが、どうしても

やはり安定面で医療の関係でフリーズをしたり、看護支援

システムがないとか、かなり現状としては、ちょっと使い

勝手の悪いシステムということにはなっています。 

完全に内製化して、開発したのですか。 サポート的には外部の業者はおりますが、なかなか当時

開発したときの園長先生も、もう退職して、事務員はいま

すが、実質なかなか事務員だけでは対応がしにくく、業者

の知恵を借りながら何とかしのげているような状態です。

ただやはり園内では、すごい使い勝手が悪いというところ

と、汎用性がなくて、医師確保が、ドクターが来ていただ

けない。汎用性のあるシステムでないとドクターを呼び寄

せられない、看護部門からも不満があるのと、職員からも

是非同じ瀬戸内市の長島にある 2 園なので、同じシステム

で常々連係もしているからやりたいという要望があり、そ

れに乗っかるような形で、今回また安価でスピーディーに

導入するために計画をしました。 

そうすると今回、巨大なシステムを捨てて新しいシステム そうですね。ただ、既存のシステムがあるのでイメージ



に変えることではないのですね。新規にシステムを導入する

ようなものなのですね。 
的には、長島にある病院情報システムを奥のほうに線を延

わせていって、だんだんと現在のシステムを縮小させてい

って、ちょっと表現が悪いですが、侵蝕させていくような

形でそのシステムを残して、新しいシステムに切り替えて

いこうというイメージです。 

そうすると、長島愛生園にあるサーバーの中にあるソフト

ウェアを、そのまま今回使えるという、基本的には。 
そうですね。基本、物まね整備というような感じで、国

立療養所長島愛生園のシステムをそのまま使わせてもら

い、状況によったら連携システムについても当園で使って

いるシステムがありますが、その流れの中で当園の運用自

体を変えて国立療養所長島愛生園の運用にして導入する

と。その後、当園独自の問題等があったらそこはそこでや

っていくのですが、導入に際しては基本、国立療養所長島

愛生園の物まね整備をして導入をするという考え方です。 

そうすると相乗り導入で、安価でスピーディーに今回の開

発は出来ると書いてありまして、理由書と書いてあります

が。 

はい、総合診療等と併せて。 

どちらかというと、これはシステム開発ではないのです

ね。 
そうですね。今回の導入に際して、サポート、コンサル

ティングをしてもらっている専門業者がおり、専門業者が

いうには新規導入では1億5,000万円は絶対、それ以下には

ならないだろうというところで、取りあえず導入するとい

うのが大前提で、導入した後に基本、もうお金がかからな

い方向で進めていく流れです。 

そうですか。そうすると、私も当初これ、ほかに安価で性

能も良くて、そういうシステムをどこかの業者さんがやって

くれない補償がどこにあるのだと思っておりましたが、そう

ではなくて特にシステム開発は必要ではなくて、向こうのサ

ーバーにつないで端末の設定をすればそれで済んでしまう。

そういうことですか。 

そうです。運用自体も、極論でいったら当園の運用自体

も変えるという、そういう所存ではあります。 

そうすると、総合評価落札方式で、一旦この株式会社岡山

情報処理センターも参加していただいて、ほかの業者さんも

参加していただいて性能評価、それから価格評価をきちんと

しておやりになったほうがいいというリコメンデーション

は、そんなに当たらないことになりますか。 

そうですね。で、実質見積りも取らせていただき、当初

は単独整備で考えておりましたが、その後相乗り整備をや

るんだということでしたところ、現在国立療養所長島愛生

園と契約している株式会社岡山情報処理センターが安いと

いうことが分かりまして。 

その資料は、この中には配布されていないのですね。 そうですね。8月1日に公共調達委員会があり、すみませ

ん、そのときにお出ししましたが、今回の資料の中には付

け忘れております。 

分かりました。それから予定価格の積算内訳書があり、そ

の中で参考見積りから1％の値引きをして、それに消費税8％

をかけて予定価格にされていますよね。 

はい。 

この案件については、もう既に10％の消費税がかかる案件

になってしまうので、これは予定価格が8％でされるのは誤

りではないでしょうか。 

そうですね。ただ、契約を10月に入る前に契約締結を予

定しておりましたので、9月24日の時点での契約の段階では

消費税10％ではなくて8％の世界だと思っておりましたの

で、8％で契約予定をしました。今現在、変更契約をして、

そこの部分は10％で。 

これは予定、納品日の消費税率になるので、ここは、もう

少なくとも10％でしておかないといけないということです。 
そうですね。消費された段階ですね。失礼いたしました。

了解いたしました。 

この随契に関しては、こういう契約を進めていくというこ

とで事前に本省内のどこかに相談はしましたか。 
はい。事前に、約1年前に園長、事務部長がハンセン病療

養所管理室に行って御説明をさせていただいて、その後も8

月1日に公共調達委員会で委員の先生に説明させていただ

き、当園のやはり医療関係で突然フリーズをしたり。 

いいえ、契約の方法についてです。 契約の方法ですか。 

随契でやることに関して、相談しているのですか。 はい、しました。 

どうも、ちょっとこの案件、これはコメントです。すごく  



気持ちが悪いですね。気持ちが悪いのはなぜかというと、こ

の理屈を通してしまうと、例えば地方厚生局が、人事が異動

するから同じシステムをやりたいと言って、関東地方厚生局

のシステムをそのまま当厚生局がその業者に対して随契で

入れるとか、そういうことまで認めることに広がっていく可

能性がありますよね。で、事情はよく分かりますが、このや

り方が本当に認めていいのかどうなのかというのは、ちょっ

と議論が必要ではないのかと私は思います。 

今の補足意見みたいなものですが、国立療養所長島愛生園

と共用してやることは別ですね。それは必然的に求められる

ものではないですよね。今までも、独立してやってきたわけ

だから。 

そうですね。 

とすると、なぜなのかなという気がします。 ちょうど更新のタイミングというのと、職員の要望です

ね。 

それは、情報システムの同じようなものを使うということ

とあまり関係なくて、全体の統廃合の問題なのだと思うので

すよね。 

そうですね。その際、円滑にいくようにという前段とい

うところで。そうですね。確かに、それとはまた別の話で

すね。 

そうですよね。 はい。 

統合すれば統合したで、また。 その段階で。 

（分科会長の意見） 
別に、一般競争入札なり何なりでそのままやって、この業

者さんが入ってくればその価格で落とせるようなことにも

なっていくのだろうから、そういうのはずっとフェアなんじ

ゃないかと思うのですけどね、という感想を持ちました。 

そうですね。 

【審議案件８】 
審議案件名 ：国立療養所菊池恵楓園 自動車車庫棟整備その他工事 
資格種別  ：建設工事－建築一式(「Ｂ」又は「Ｃ」ランク) 
選定理由   ：総合評価落札方式を実施している案件中、契約金額が高く、一者応札であるため。 
発注部局名 ：国立療養所菊池恵楓園 
契約相手方 ：株式会社建吉組 
予定価格  ：157,920,000円 
契約金額  ：154,000,000円 
落札(契約)率：97.52％ 
契約締結日 ：令和元年 8月 27日 

（調達の概要） 
一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者応札があり、株式会社建吉組が契約の相手方となった。

落札率は 97.52％である。 

意見・質問 回   答 

では、私のほうから質問させていただきます。1回目の入

札が不落であったわけですけれども、この辺、経緯を教えて

いただけますか。 

1回目の入札に関しては、同じように総合評価落札方式で

公告をしておりまして、4者が参加したのですが、4者とも

予定価格を超過しまして、結果的に不落で終わっておりま

す。 

予定価格はいくらだったのですか。 その際は1億5,015万円となっております。 

そういうことですね。そうすると、今回は予定価格を上げ

たのですね。 
見直しております。 

しかし、外構工事を縮小したにもかかわらず、予定価格を

上げたのですね。この辺はどういう予定価格の見積り誤りが

あったのですか。 

会計課です。積算は適正にやっておりますが、1回目の見

積りを業者から頂きまして、分析をいたしました。やはり

価格が高騰している。沖縄のほうは今建設ラッシュで、熊

本のほうも例外なく職人さん、材料もそちらのほうへ大分

流れているのですよね。我々は見積りを取りましたから、

実勢価格にするための掛率を掛けたり、ヒアリングして決

めているのですけれども、追い付かないぐらい価格が高騰

していたので、見積りの価格を参考にして、材料費の見直



しを行いました。それによって、外構を縮小した金額にな

りました。 

外構工事は面積的には何パーセントぐらいまで縮小した

のですか。 
面積の方は変わっていませんが、アスファルト舗装と言

いまして、アスファルト舗装を構成する一番上のアスファ

ルトの部分とその下にあります下地の砂利の部分を今回縮

小して、今あるアスファルトのチェックと、あと整地のと

ころだけを発注の中に残したという形になります。 

 舗装を取りやめて、整地だけにしたんです。 

そうすると、今はアスファルトされていない状況なのです

か。 
今工事中なのですが、最終的にはそういう形で発注とな

ります。 

アスファルト舗装については、また別途発注をせざるを得

ない、そういう状況なのですね。 
はい、そうなるかと。 

あと、技術評価のところですけれども、1回目の技術評価

表がありますが、2回目はここにファイルされているのです

か。 

申し訳ございません。2 回目につきましては、同じ業者

が応募してきまして、中身が全く同じ提案書がまいりまし

たので、1回目と同じ採点を採用したということです。 

なるほど。これは少しいかがなものかと思いますので、今

回は今回でまた別紙できちんと作っていただいて、この中に

ファイルをしていただきたいと思います。 

はい。 

九州、特に南の方で工事が大変だ、職人がいないというよ

うなことはよく聞きます。この話は繰り返し言われているの

ですね。その中で、この発注の仕方に何か工夫はできなかっ

ただろうかと思うのですが。例えば今これ、建築工事と空調

を一体で発注しようとしていますよね。なおかつ設備のほう

は、これパッケージ型の空調機を、取り外して新設するとい

うやり方ですが、私が見た中では事務室みたいですが、パッ

ケージ型ではなくて、エアコンベースということがよくある

わけですよね。極論を言えば、エアコンの取付けだったら誰

でもできるみたいな話があったりするかもしれない。つま

り、そこまで。病院なんかは今エアコンでやっていますから

ね。そういうことも含めて、今職人がいないという、工事を

受けてくれるところがいないということに対する発注の工

夫の仕方というのを少し考えられてはいかがかな、と思うの

ですが、空調機械と建築工事と一体で発注をかけているの

で、それが対応できるところしか応札できないわけですよ

ね。逆に言うと設備だけばらせば、設備の業者というのが、

エアコンだけ対応してくれるということはあり得るわけじ

ゃないですか。そういう可能性も今後、追及していく必要が

あるのかなと思います。 

 

そうですね。入札公告などを見ますと、九州、沖縄地区に

おけるB級、C級ということで、また急ぐことで、またここで

制約をしていますよね。 

はい。 

今言ったような、熊本で復旧工事の関係で、本当に業者が

枯渇するようなところだと思います。これもやはり入札の制

約になってきているのかなと思います。あとは専任で配置で

きることというのは、どこまでどういうふうに、この監理技

術者の問題ですよね。 

はい。 

（分科会長の意見） 
そういう制約を課せば課すほど、この工事には、この程度

の工事にかける専任の一級建築士や、材料みたいな話になっ

ていくのかなというふうに思うので、それも必要なのかなと

思います。参考にしていただければ。 

 

はい、分かりました。 

【審議案件９】 



審議案件名 ：国立療養所星塚敬愛園高架水槽更新整備工事監理業務 
資格種別  ：設計－建築関係コンサルタント(「Ａ」又は「Ｂ」ランク)  
選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、落札率が高く、一者応札であるため。 
発注部局名 ：国立療養所星塚敬愛園 
契約相手方 ：日本水工設計株式会社 
予定価格  ：9,145,422円 
契約金額  ：9,130,000円 
落札率   ：99.8％ 
契約締結日 ：令和元年 9月 27日 

（調達の概要） 
一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者応札があり、日本水工設計株式会社が契約の相手方と

なった。落札率は 99.8％である。 

意見・質問 回   答 

前回が入札不調だったのですね。その原因と内容を教えて

もらえますか。 
前回の入札不調は、工事の入札不調が原因でして、それ

に伴い、監理業務のほうも、予定価格に達していなかった

ので、それ以上の交渉を監理業務委員会でも進めることは

ありませんでした。 

そうすると、入札価格がどれぐらい高かったのですか。そ

の監理業務につきましては。 
前回の入札のときからすると、50万ぐらいの差だったと

思います。ごめんなさい。ちょっと今全て出ていませんが。 

大した差ではなかった。 はい。 

だけれども、予定価格を上回っていた。 はい。 

分かりました。それで、2回目、審査委員会の議事内容が

ありますけれども、仕様の見直しを行ったというふうに書い

てありますが、これはどのような内容になりますか。 

こちらの仕様の見直しは、工事の仕様の見直しで、前回、

工事の方が当園の落札予定価格に、だいぶ開きがありまし

たので、こちらの方の仕様の見直しを行ったという意味合

です。 

監理業務については特に関係ないということなのですね。 はい。 

そうすると、工事の方もまだ開始されていないのですか。 いえ、工事のほうも今回契約を行いまして、そのときに

同時に監理の入札も行いまして、現在は着工しています。 

同じタイミングで、工事と監理業務が同じタイミングで入

札できたと、成功したということですね 

はい、そうです。 

分かりました。あと、落札率が非常に高い、99.8％という

ことですけれども、この辺はどういった理由が考えられます

か。 

今回の当園が計画しております水道の大規模な工作物に

なるのですけれども、いろいろ調べた結果、水道事業実務

必携というものが一番適当であると判断しました。それに

照らし合わせて、人件費を算出するのですが、そちらを基

に算出しています。その積算方法というのが、工事の直接

工事費から比例して、人件費を出すといったやり方になる

のですけれども、それを基に予定価格を立てています。 

今回の監理の入札に関しては、前回の工事の内容と一部

仕様の見直し等がありましたので、若干ではあるのですが、

監理費の方も金額が前回とは変更しているところがありま

す。しかしながら、前回は入札には至らなかったのですが、

前回監理の入札に応札していただきました業者も、こちら

の日本水工設計株式会社でありまして、前回、不調に終わ

ったので、このときの応札金額より更に落として、今回は

札を入れた結果が、この落札率、うちが予定していた金額

のぎりぎり落札できた金額ではないかな、と分析していま

す。 

そうすると、この予定価格調書の内訳書の内容ですけれど

も、これは工事原価が連動してこれが出てきてしまうという

ことですか。 

はい、そうです。 

これを特に、単価の方はどのように。 単価は国交省が毎年提示しています、建築技士のCの方と

かの表があるのですけれども、そちらを基に算出していま

す。 



特に参考見積りを取っているとか、そういうことはないと

いうことですか。 
はい。 

あと、技術評価のところですけれども、技術評価点が書か

れたものがありますが、42.29という数字が下のほうに書い

てあります。技術審査員の集計結果がこの中に反映されてい

るのですが、この技術審査員の方は11.99ですかね、工事監

理が、11.29ということで、この数字が42.99との差ですが、

これがどのような評価なのですか。 

当園のほうで委員会を開きまして、技術資料とかを提出

してもらって、点数を付けるのですけれども、委員の方に

評価していただきますのが、委員の方に技術の審査をして

点数化させてもらったのが、11.99になります。上のほうの

表がありますが、こちらのほうは、この技術資料と同時に、

資格のほうの様式もありまして、そちらの資格を評価した

点数も加えた形が42.29という形になっております。 

それはどなたが評価するのですか。 こちらは当園の会計の方で。 

あるかないかのチェックということですね。 そうです。審査しています。 

最後に、開札調書がありますが、総合評価落札方式ですの

で、技術評価及び価格評価の合計値で、ほかの入札者とは比

較するわけですけれども、この合計値がこの中にはちょっと

見当たらないのですが、その理解でよろしいでしょうか。価

格評価点が0.1で、技術評価点が42.29だと書いてあるのです

が、比較するのは合計点で、ほかの入札者との比較でしょう

から、合計点が必要ではないかと思います。以上です。 

ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 
では、終わりました。御苦労さまでした。 

 

【審議案件１０】 
審議案件名 ：国立療養所宮古南静園スプリンクラー設置工事、R1.9.3-R2.3.19、管工事 
資格種別  ：【１回目入札】建設工事－管工事(「Ａ」又は「Ｂ」ランク) 
       【２回目入札】建設工事－管工事(「Ａ」､「Ｂ」又は「Ｃ」ランク) 
選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、契約金額が高く、最も落札率が高いため。 
発注部局名 ：国立療養所宮古南静園 
契約相手方 ：株式会社オカノ 
予定価格  ：152,172,000円 
契約金額  ：151,800,000円 
落札率   ：99.8％ 
契約締結日 ：令和元年 9月 2日 

（調達の概要） 
一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者応札があり、株式会社オカノが契約の相手方となった。

落札率は 99.8％である。 

意見・質問 回   答 

1回目の入札が全くなかったという状況を教えてくださ

い。 
入札説明書等の一式の書類を2者にお渡しして、参加する

書類の提出期限になっても、特に書類の提出がありません

で、期限が過ぎた後にその2者にヒアリングをして、1者は

常駐可能な技術者がその期間は準備が出来ないと。もう1者

は宮古島市の別の契約が取れたので、そちらで忙しく対応

ができないという回答です。 

分かりました。それは今回の案件の公告が8月6日ですが、

1回目はいつだったのですか。 
1回目は6月12日です。 

今回、8月6日に公告して、入札が8月28日、今回の契約が

9月2日ですが、それで履行期間が9月からすぐ始まってしま

うわけです。8月6日に公告を出して、翌月、約1か月で人繰

りをして、入札出来るかどうかを調整しなくてはいけない

わけですけれども、本来であれば公告が6月であったので、

3か月ぐらいの余裕を見て、ということだったのでしょうけ

れども、かなりこれはスケジュールがきついですよね。で

すので、6月12日で公告を出して、入札はいつだったのです

か。6月中ですか。 

7月17日です。 

準備をして公告をやっと8月6日に出したということにな はい。 



るのですか。 

なるほど。総合評価落札方式ですので、一般競争入札の

範疇ではありますが、最低落札方式ではないので、それな

りの準備が必要であることからすると、少し期間的には入

札者が限定されてしまうことにならざるを得ないのかな、

と思いますが、いかがですか 

この案件はもともと平成30年度の予算で1年繰り越して

おりまして、平成31年度、令和元年度中に完了する必要が

ございましたので、どうしても履行期間を確保するために

は、このスケジュールが精一杯でした。 

分かりました。それから予定価格調書がありますが、予

定価格調書に内訳が書いてありますが、建築工事、電気設

備工事、機械設備工事ということで、直接工事費がボンボ

ンと載っていますが、これの内訳はあるのですか。 

会計課施設整備室からお答えします。これに関しては、

エクセルで計算されておりまして、まだ左側にエクセルの

計算表がございます。国交省の計算方法に基づき正確に計

算されるようになっていまして、なるべく一般管理率100％

取って、きちんと経費を取って自動計算される仕組みにな

っております。 

参考見積りはどこかの業者から取られているのですか。 取っていません。 

取っていないのですか。 はい。 

なるほど。そういった機器のスプリンクラーですから、

もちろん機器が必要でしょうけれども、その辺の実勢価格

を評価するのはどのようにしたのですか。 

各メーカーにヒアリングをして、大体何％かを決めてい

ます。今回はかなりシビアであったのではないかと。決し

て無駄ではないと。本当にシビアな予定価格をたてられた

のではないかと私は思っています。 

そうですか、そうするとそのようにたてた経過がこの資

料からは一切分からないので、きちんと添付しておいてい

ただきたいです。きちんとした適正価格が算定されたとい

う証拠をここに残しておいていただきたいと思います。 

分かりました。 

（分科会長の意見） 
では、終わりました。御苦労さまでした。 

  

  

 

２５道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況については資料の配付をもって報告を行った。 

 

                              【問合せ先】 

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 
電話０３－５２５３－１１１１（内７９６５） 


